
―目　　　　　次―

早　　良　　区

○福岡市脇山財産区議会議員一般選挙における不在者投票のための

　投票用紙及び投票用封筒の交付場所（早選告示第24号） ……………………………… 1

○福岡市脇山財産区議会議員一般選挙における投票所内の候補者の

　氏名等の掲示に用いる用紙の規格及び様式（早選告示第25号） ……………………… 2

○福岡市脇山財産区議会議員一般選挙における選挙運動に関する支

　出金額の制限額（早選告示第26号） ……………………………………………………… 2

○福岡市脇山財産区議会議員一般選挙における実費弁償及び報酬の

　最高額（早選告示第27号） ………………………………………………………………… 2

○福岡市脇山財産区議会議員一般選挙における選挙会の場所及び日

　時（早選告示第28号） ……………………………………………………………………… 3

○福岡市脇山財産区議会議員一般選挙における開票事務と選挙会事

　務（早選告示第29号） ……………………………………………………………………… 4

早　　良　　区

福市早選告示第24号

　令和 5年 5月18日執行の福岡市脇山財産区議会議員一般選挙における不在者投票のため

の投票用紙及び投票用封筒の交付場所を次のように定めた。

　　令和 5年 5月11日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市早良区選挙管理委員会　　　　　　　　

� 委�員�長　　伊　　佐　　宇�為�彦　　　　

1　福岡市早良区百道二丁目 1番 1号

　　　福岡市早良区選挙管理委員会事務局

2　福岡市早良区東入部二丁目14番 8 号

　　　福岡市早良区選挙管理委員会事務局入部出張所
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福市早選告示第25号

　令和 5年 5月18日執行の福岡市脇山財産区議会議員一般選挙における投票所及び期日前

投票所又は不在者投票記載場所内の候補者の氏名等の掲示に用いる用紙の規格及び様式を

次のように定めた。

　　令和 5年 5月11日

福岡市早良区選挙管理委員会　　　　　　　　

委�員�長　　伊　　佐　　宇�為�彦　　　　

　福岡市脇山財産区議会議員一般選挙の候補者の氏名等の掲示に用いる用紙の規格は、日

本産業規格Ａ列 3番とし、様式は次のとおりとする。

（様式）

福市早選告示第26号

　令和 5年 5月18日執行の福岡市脇山財産区議会議員一般選挙における選挙運動に関する

支出金額の制限額は、次のとおりである。

　　令和 5年 5月11日

福岡市早良区選挙管理委員会　　　　　　　　

委�員�長　　伊　　佐　　宇�為�彦　　　　

　金1,061,800円

福市早選告示第27号

　令和 5年 5月18日執行の福岡市脇山財産区議会議員一般選挙において、公職選挙法（以

下「法」という。）第197条の 2第 1項及び第 2項の規定により、選挙運動に従事する者に

対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支
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給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者（選挙運動の

ために使用する事務員、専ら法第141条第 1 項の規定により選挙運動のために使用される

自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用す

る者及び専ら要約筆記（法第197条の 2第 2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。）の

ために使用する者に限る。第 4号において同じ。）に対し支給することができる報酬の最

高額を次のように定めた。

　　令和 5年 5月11日

福岡市早良区選挙管理委員会　　　　　　　　

委�員�長　　伊　　佐　　宇�為�彦　　　　

1　選挙運動に従事する者 1人に対し支給することができる実費弁償の額

　ア　鉄道賃　鉄道旅行については、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

　イ　船賃　　水路旅行については、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

　ウ　車賃　　陸路旅行（鉄道旅行を除く。）については、路程に応じた実費額

　エ　宿泊料　（食事料 2食分含む。）　　　　　　　 1夜につき　　　　12,000円

　オ　弁当料　 1食につき1,000円　　　　　　　　　� 1 日につき　　　　�3,000円

　カ　茶菓料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1日につき　　　　　�500円

2 　選挙運動のために使用する労務者 1人に対し支給することができる報酬の額

　ア　基本日額　　　10,000円

　イ　超過勤務手当　 1日につき上記の額の 5割

3　選挙運動のために使用する労務者 1人に対し支給することができる実費弁償の額

　ア　鉄道賃、船賃及び車賃　　　　　　　　　　　　第 1号ア、イ及びウに掲げる額

　イ　宿泊料（食事料除く。）　　　　　　　　　　　 1夜につき　　　　10,000円

4 　選挙運動に従事する者 1人に対し支給することができる報酬の額

　ア　選挙運動のために使用する事務員　　　　　　　 1日につき　　　　10,000円

　イ�　専ら法第141条第 1 項により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上にお

ける選挙運動のために使用する者　　　　　　　　 1日につき　　　　15,000円

　ウ　専ら手話通訳のために使用する者　　　　　　　 1日につき　　　　15,000円

　エ　専ら要約筆記のために使用する者　　　　　　　 1日につき　　　　15,000円

福市早選告示第28号

　令和 5年 5月18日執行の福岡市脇山財産区議会議員一般選挙における選挙会の場所及び

日時を次のように定めた。

　　令和 5年 5月11日

福岡市早良区選挙管理委員会　　　　　　　　

委�員�長　　伊　　佐　　宇�為�彦　　　　

（投票の場合）
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　 1　場所　福岡市早良区東入部二丁目14番 8 号

　　　　　　　福岡市早良区役所入部出張所　会議室

　 2　日時　令和 5年 5月18日　午後 9時から

（無投票の場合）

　 1　場所　福岡市早良区東入部二丁目14番 8 号

　　　　　　　福岡市早良区役所入部出張所　会議室

　 2　日時　令和 5年 5月18日　午前10時から

福市早選告示第29号

　令和 5年 5月18日執行の福岡市脇山財産区議会議員一般選挙における開票事務と選挙会

事務について次のように定めた。

　　令和 5年 5月11日

福岡市早良区選挙管理委員会　　　　　　　　

委�員�長　　伊　　佐　　宇�為�彦　　　　

　開票事務は、選挙会事務に併せて行う。
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